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は
か
る
と
さ
れ
る
病
院
敷
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内
門
前
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局
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整
合
性
に
関
す
る
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に
対
し
、
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紙
答
弁
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を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
柚
木
道
義
君
提
出
病
院
に
お
け
る
院
内
調
剤
と
患
者
の
利
便
性
を
は
か
る
と
さ
れ
る
病
院
敷
地
内
門
前
薬

局
の
整
合
性
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

御
指
摘
の
よ
う
な
医
療
機
関
が
院
内
処
方
又
は
院
外
処
方
の
い
ず
れ
を
選
択
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
当
該
医
療
機
関
を
受
診

す
る
患
者
の
希
望
や
傷
病
の
状
態
等
を
踏
ま
え
て
、
当
該
医
療
機
関
が
判
断
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
十
二
条
の
二
第
一

項
第
三
号
に
お
い
て
、
入
院
患
者
の
数
、
外
来
患
者
に
係
る
取
扱
処
方
箋
の
数
又
は
調
剤
数
を
基
に
、
医
療
機
関
に
置
く
べ
き

薬
剤
師
の
員
数
の
最
低
基
準
を
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
お
尋
ね
の
「
医
療
機
関
の
薬
剤
部
の
人
員
増
加
や
質
の
向
上
」

に
つ
い
て
は
、
医
療
機
関
の
判
断
に
よ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

平
成
二
十
六
年
度
診
療
報
酬
改
定
に
お
い
て
検
討
中
の
主
治
医
機
能
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
外
来
診
療
に
お
け
る
医
療
機
関

の
機
能
分
化
の
更
な
る
推
進
の
観
点
か
ら
、
中
小
病
院
及
び
診
療
所
の
医
師
が
複
数
の
慢
性
疾
患
を
有
す
る
患
者
に
対
し
、
医

療
の
提
供
を
含
め
た
総
合
的
な
健
康
管
理
を
継
続
的
に
行
う
場
合
に
評
価
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
お
尋
ね
の
薬
剤
師
又
は
薬
剤

部
に
関
す
る
要
件
を
定
め
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。


